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※麻しんと診断された場合
・感染症法に基づいて、医師から医療機関の最寄りの保健所へ届出があります。
・届出を受けてお住まいの区保健センターから病状や発症前後の行動などについて聞き取るために、
連絡をしますので協力をお願いします。

2020年以降患者発生数は低値を維持していましたが、2023年以降は増加しており、今後も注意が必要です。


